健対第766号
令和７年11月18日
　富山県医師会長
　各郡市医師会長
　富山県透析医会長
　富山県歯科医師会長
　富山県薬剤師会長　　　殿
　富山県看護協会長
富山県臨床衛生検査技師会長
　富山県公認心理師協会長
　富山県医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ協会長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県厚生部健康対策室長（公印省略）
後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の全部改正について
　平素より、本県のエイズ対策の推進に御協力を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、標記のことについて、厚生労働省から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

　つきましては、その内容について御了知のうえ、貴会会員に対する周知についてよろしくお願いいたします。
＜送付文＞

１　後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の全部改正について

　　（令和７年11月10日付け健感発1110第３号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策課長通知）
２　後天性免疫不全症候群に関する特定感染症予防指針の全部を改正する件
３　厚生労働省告示第294号

事務担当：感染症・疾病対策課


感染症対策推進担当
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